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新型インフルエンザに備える備蓄品について（後編） 

 
本稿は、新型インフルエンザウイルスに備える備蓄品について、前編と後編の 2 編にわたって

連載した、後編である。 
前編では、新型インフルエンザの特徴と国及び自治体の取り組みについて紹介した。後編では、

本題であるガイドライン等に沿った対策を実施するためには、具体的にどの様な物を備蓄すれば

よいのかについて考える。 
 

 
1. 新型インフルエンザ対策のための物品の備蓄 

新型インフルエンザウイルスが、人の世界で広範かつ急速に感染して広がり、世界的に大流

行している状態（以下「パンデミック」）を迎えた場合、それらの影響を最小限に食い止めるた

めには、極力不要不急の外出をしないで、人との接触を避けることである。しかし、社会機能

の維持に必要な活動等については、継続的に業務を実施する必要があり、それらの事業主は、

業務を継続するに当たり、新型インフルエンザに感染することを防止する効果的な新型インフ

ルエンザ対策を実施する必要がある。そしてその対策の重要な施策として、新型インフルエン

ザ対策を実施する上において必要な物品を、日頃から備蓄品として整備しておくことが不可欠

である。 
 
備蓄品は大きく次の 2 つのカテゴリーに分類できる。1 つは、極力外出を控え自宅で静かに

新型インフルエンザが治まるのを待つために、外出しなくても良いだけの最低限の食糧・日用

品等の物品（この内容は地震災害時と同様のものと考えてよい）、もう 1 つは、新型インフルエ

ンザウイルスの感染予防等に必要な物品である。前者の食糧や日用品等については、地震災害

等の場合と比較して、インフラが機能している中での食料品等の備蓄を考えればよいので、比

較的分かりやすいため本稿では細部を言及しない。本稿では、後者の新型インフルエンザウイ

ルス感染予防対策に、特に必要な備蓄品について検討する。 
 
新型インフルエンザウイルスの感染を抑制するのに必要な備蓄品は、パンデミック発生後に

おいては需要の殺到や買占め等により、物品の不足が想定されるため、各職場では必要になる

物品を予め備蓄しておくことが望ましい。特に、社会機能の維持に係わる事業主は、事業継続
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のための方針に基づき、必要な品目と数量を早急に整備することが望まれる。新型インフルエ

ンザウイルスの感染を抑制するのに必要な備蓄品で、主要なものは次のものがあげられる。 
① マスク 
② 消毒剤（手洗い石鹸液を含む） 
③ うがい薬 
④ ペーパータオル（使い捨て） 
⑤ 加湿器 
⑥ 湿度計・温度計 
⑦ ゴム手袋（汚物処理に使用。使い捨ての

ものを用意） 
⑧ ビニール袋（汚染されたごみの密封用） 
⑨ 防護服（患者と接触する際着衣するガウ

ン：簡易に洗濯できるもの） 
⑩ ゴーグル（飛沫を阻止できるもの） 
⑪ インフルエンザ用薬剤等（提携医療機関等で備蓄できる場合） 

タミフル、インフルエンザウイルス抗原検出キット等 
⑫ ビタミン剤 
⑬ 体温計（サーモグラフィー） 
⑭ 氷枕 
⑮ 解熱剤 
⑯ 保冷用品（発熱による体力消耗を防ぐ） 
 

 それらの物品の中でも、マスクと消毒剤については、新型インフルエンザに感染した場合の

影響の大きさから、感染をしっかり抑制する必要があるため、どの様なものを選択すべきかに

ついて細部を検討する。 
 

2. マスクに対する考え方 

口および鼻を覆うことで防護するという、一般的な意味でのマスクには、ろ過能力により規

格が決められているもの（サージカルマスク（surgical mask）、防塵マスク）と規格が特にな

い一般的なマスクがある。規格が定められているマスクの細部は次の通りである。 
 
サージカルマスクとは、アメリカ食品衛生局の規定によれば、細菌を含む粒子（平均粒子径

4.0～5.0μｍ）が除去された割合（%）、が 95%以上のものを言う。規格に合格したサージカル

マスクは、平均粒子径 4.0～5.0μｍ以上の細菌についてはろ過できるが、それ以下の微粒子は

ろ過できない場合がある。また、マスクの周りの隙間を防止する構造にはなっていないため、

側面から新型インフルエンザウイルスが体内に入り込む可能性がある。 
 
一方、防塵マスクとは、粉塵・ミストなどを吸引しないようにする目的のもので、マスクの

周りの顔との隙間を防止する構造になっており、カップ型（ドーム型）のものが多い。マスク

の防塵性能（ろ過性能）の規格は国によって異なるが、米国では、0.075μｍの塩化ナトリウム

（NaCl）粒子を 95％以上捕捉する性能を有するものを、N95 規格適合マスクとしており、結

核治療の際の患者や医者、介護者に着用が推奨され普及している。しかし、N95 マスクは、0.075
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μｍの微粒子を 95％以上捕捉するという優れた性能を持っているが、空気が通りにくいため呼

吸がしづらくなるという欠点を有する。 
 
N95 規格に適合するマスク着用により、最近流行した SARS（重症性呼吸器症候群）を引き

起こすコロナウイルスの感染に対して、感染のリスクを低減することが立証されている。この

ため、世界保健機構(WHO)は、SARS 患者の診察の際には N95 認定マスクの着用を推奨してい

る。なお、最近サージカルマスク型のものに、静電フィルター等を挟み込み、サージカルマス

ク並みの空気の通りで、インフルエンザウイルスを捕捉するとされるマスクも製品としてある

が、N95 としての官の規格を付与できるかどうかの問題が残る。 
2003 年に SARS 問題がクローズアップされた当時、この N95 規格に合致したマスクは、需

要の殺到や買占めにより、入手がかなり困難になったのは記憶に新しい。 
 

新型インフルエンザにおいて、どのようなマスクを着用すべきかについては、厚生労働省の

「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」によるマスク使用の基準が参

考となる。それによれば、 
 「学校や接客業等、他者と近距離での接触が避けられない事業では、会話、咳、くしゃみ

による飛沫感染予防と感染拡大防止の目的で使用する」 
 「マスクはより透過性の低いもの、例えば、医療現場にて使用される「サージカルマスク」

が望ましいが、通常の市販マスクでも咳をしている人のウイルスの拡散をある程度は防ぐ

効果があると考えられている」 
 「なお、N95 マスクに関しては、医療関係者等で、インフルエンザ症状のある人との近

距離での接触が予想される場合にのみ必要である」とある。 
 

しかし、新型インフルエンザウイルスは、飛沫として拡散する場合は、5μｍか 0.3μｍの大き

さだが、飛沫核として拡散するときは、0.3μｍ程度だと言われているため、一般のマスクやサ

ージカルマスクだけでは、飛沫核に含まれているウイルスは防御できない可能性がある。した

がって、用途に応じて 2 つのマスクをうまく使い分ける必要がある。具体的には、どうしても

外出しなければならない場合にだけ、N95 規格に合致したマスクを着用し、咳による飛沫の飛

び出し防止には、サージカルマスクを着用させる等、細かくその運用を工夫する。そのため、2
種類のマスクを、用途に応じて適正に備蓄しておくことが望ましい。 
 

3. 消毒に関する考え方 

健常者が N95 の基準に合致したマスクを着用しているからといって、新型インフルエンザウ

イルスの吸入を完全に予防できるわけではない。マスクは、ウイルスの呼吸器からの直接侵入

を減らすためのものではあるが、マスクを装着していても、ウイルスは手、顔、髪の毛および

衣服にも付着し、それがマスクをとった後に呼吸器から侵入する可能性がある。 
 
そのため、マスクを過信して人混みに出かけるということは極力避けるべきである。また、

外出から帰ったときは、着替え、手洗い、うがい等を実施して、体に付着したウイルスを取り

除くことを徹底する。また、ウイルスは、湿度が高いと早く死滅するため、室内に持ち込んだ

ウイルスの悪影響を防止するためには、加湿器等によって部屋の湿度を保つことが効果的であ

る。 
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インフルエンザウイルスには、ほとんどの消毒薬が有効だが、二酸化塩素、次亜塩素酸ナト

リウムや消毒用エタノールで清拭することを、ガイドラインでは推奨している。製品の一例と

しては、空気中に漂う飛沫核に含まれるウイルスを除菌する二酸化塩素を使用した消臭剤があ

る。これは、二酸化塩素は次亜塩素酸ナトリウムに比べ、トリハロメタンを発生しにくい特徴

を持っており、また、ノロウイルスの感染の予防にも有効である。机やいす、コンピュータ等

の周りの除菌には、高濃度エタノール配合の揮発性の高い除菌スプレー式の除菌剤等もある。

便座除菌には、トイレットペーパーに除菌剤を噴射し便座を除菌するディスペンサーと除菌剤

がある。 
 
手指消毒には、石鹸を用いた手指の洗浄を頻繁に行うことが望ましいが、それが困難な場合、

消毒用エタノール(消毒用アルコール)や除菌スプレーでも有効である。ちなみに、ノロウイルス

はアルコールなどの消毒では十分な効果が期待できず、石鹸消毒や水での洗い流しが必要であ

ると言われている。自動手指洗浄消毒器として、石鹸液・給水・消毒液が自動供給で、機器に

一切手を触れずに洗浄･消毒が可能なものもあり、多くの社員を抱えている企業などでは検討し

てもよい。 
 
以上、これらの消臭剤、除菌スプレー、手指の洗浄のための薬用石鹸、消毒剤、うがい薬、

加湿器等は、日頃から事業継続に必要な社員の規模、施設の構造等を加味して、適正に備蓄し

ておくことが望ましい。 
 

最後に 
ただ、新型インフルエンザの出現を恐れているだけでは、事は解決しない。 
新型インフルエンザが出現する前に、今できることをしておくことが、被害を最小限に抑える

最善の方策である。そのためにも、新型インフルエンザに対する対応マニュアルを整備するとと

もに、対応を適切に実施するための備蓄品を早期に整備することが重要である。 
 本稿が、「新型インフルエンザ対策」について、いくばくかの参考になれば幸甚である。 
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